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南部町告示第17号

令和５年第１回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

令和５年２月13日

南部町長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和５年３月２日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

 田 光 雄君 加 藤 学君

荊 尾 芳 之君 滝 山 克 己君

米 澤 睦 雄君 長 束 博 信君

白 川 立 真君 三 鴨 義 文君

仲 田 司 朗君 板 井 隆君

細 田 元 教君 亀 尾 共 三君

真 壁 容 子君 景 山 浩君

○応招しなかった議員

な し
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令和５年 第１回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和５年３月２日（木曜日）

議事日程（第１号）

令和５年３月２日 午後１時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 施政方針の説明

日程第６ 報告第１号 専決処分の報告について（南部町子ども・子育て会議条例及び南部町特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正することについ

て）

日程第７ 議案第１号 令和４年度南部町一般会計補正予算（第７号）

日程第８ 議案第２号 令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第３号 令和４年度南部町墓苑事業特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第４号 令和４年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）

日程第11 議案第５号 令和４年度南部町病院事業会計補正予算（第４号）

日程第12 議案第６号 南部町個人情報保護法施行条例の制定について

日程第13 議案第７号 南部町職員の定年等に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第８号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について

日程第15 議案第９号 南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改

正について

日程第16 議案第10号 南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて

日程第17 議案第11号 南部町監査委員条例の一部改正について

日程第18 議案第12号 南部町国民健康保険条例の一部改正について
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日程第19 議案第13号 南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部改正について

日程第20 議案第14号 南部町緑水湖教育文化施設（研修館）条例の一部改正について

日程第21 議案第15号 南部町コテージ条例の一部改正について

日程第22 議案第16号 令和５年度南部町一般会計予算

日程第23 議案第17号 令和５年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

日程第24 議案第18号 令和５年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

日程第25 議案第19号 令和５年度南部町墓苑事業特別会計予算

日程第26 議案第20号 令和５年度南部町農業集落排水事業特別会計予算

日程第27 議案第21号 令和５年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算

日程第28 議案第22号 令和５年度南部町公共下水道事業特別会計予算

日程第29 議案第23号 令和５年度南部町太陽光発電事業特別会計予算

日程第30 議案第24号 令和５年度南部町水道事業会計予算

日程第31 議案第25号 令和５年度南部町病院事業会計予算

日程第32 議案第26号 令和５年度南部町在宅生活支援事業会計予算

日程第33 議案第27号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 施政方針の説明

日程第６ 報告第１号 専決処分の報告について（南部町子ども・子育て会議条例及び南部町特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正することについ

て）

日程第７ 議案第１号 令和４年度南部町一般会計補正予算（第７号）

日程第８ 議案第２号 令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第３号 令和４年度南部町墓苑事業特別会計補正予算（第１号）
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日程第10 議案第４号 令和４年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）

日程第11 議案第５号 令和４年度南部町病院事業会計補正予算（第４号）

日程第12 議案第６号 南部町個人情報保護法施行条例の制定について

日程第13 議案第７号 南部町職員の定年等に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第８号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について

日程第15 議案第９号 南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改

正について

日程第16 議案第10号 南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて

日程第17 議案第11号 南部町監査委員条例の一部改正について

日程第18 議案第12号 南部町国民健康保険条例の一部改正について

日程第19 議案第13号 南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部改正について

日程第20 議案第14号 南部町緑水湖教育文化施設（研修館）条例の一部改正について

日程第21 議案第15号 南部町コテージ条例の一部改正について

日程第22 議案第16号 令和５年度南部町一般会計予算

日程第23 議案第17号 令和５年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

日程第24 議案第18号 令和５年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

日程第25 議案第19号 令和５年度南部町墓苑事業特別会計予算

日程第26 議案第20号 令和５年度南部町農業集落排水事業特別会計予算

日程第27 議案第21号 令和５年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算

日程第28 議案第22号 令和５年度南部町公共下水道事業特別会計予算

日程第29 議案第23号 令和５年度南部町太陽光発電事業特別会計予算

日程第30 議案第24号 令和５年度南部町水道事業会計予算

日程第31 議案第25号 令和５年度南部町病院事業会計予算

日程第32 議案第26号 令和５年度南部町在宅生活支援事業会計予算

日程第33 議案第27号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について
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出席議員（14名）

１番  田 光 雄君 ２番 加 藤 学君

３番 荊 尾 芳 之君 ４番 滝 山 克 己君

５番 米 澤 睦 雄君 ６番 長 束 博 信君

７番 白 川 立 真君 ８番 三 鴨 義 文君

９番 仲 田 司 朗君 10番 板 井 隆君

11番 細 田 元 教君 12番 亀 尾 共 三君

13番 真 壁 容 子君 14番 景 山 浩君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 田 子 勝 利君 書記 杉 谷 元 宏君

書記 髙 雄 勇 飛君

説明のため出席した者の職氏名

町長 陶 山 清 孝君 副町長 土 江 一 史君

教育長 福 田 範 史君 病院事業管理者 足 立 正 久君

総務課長 大 塚 壮君 企画政策課長 田 村 誠君

デジタル推進課長 美 甘 哲 也君 防災監 田 中 光 弘君

町民生活課長 渡 邉 悦 朗君 子育て支援課長 芝 田 卓 巳君

教育次長 岩 田 典 弘君 総務・学校教育課長 水 嶋 志都子君

病院事務部長 山 口 俊 司君 健康福祉課長 前 田 かおり君

福祉事務所長 泉 潤 哉君 建設課長 岡 田 光 政君

産業課長 藤 原 宰君 監査委員 仲 田 和 男君

議長挨拶

○議長（景山 浩君） 令和５年３月定例議会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
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新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、ここに来て全国的に減少傾向が継続してきてい

ます。全ての都道府県でも、鳥取県においても、先週との対比が１を下回る状況が続いています。

マスクの着用について、政府は屋内や屋外を問わず３月１３日以降は個人の判断に委ねるとして、

各業界団体にはガイドラインの見直しを促していますが、本人の意思に反してマスクの着脱を強

いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう配慮が必要です。

さて、エネルギー価格や穀物などの原材料価格は、２０２１年以降、コロナ禍による物流の混

乱、そしてその後の経済活動の再開による需要の回復で上がり始めていましたが、昨年２月のロ

シアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけにさらに上昇しております。２月２４日で１年が

経過したところですが、今後も戦闘の長期化は避けられない情勢で、我が国の記録的な物価高も

終わりが見えてきません。国際秩序を無視した侵攻により市民の犠牲は増え続け、経済も影響を

受けています。一刻も早い停戦と市民に安全な生活が戻ることを願うばかりであります。

本定例会におきましては、当初予算案が１１件、補正予算案が５件、条例の制定・改正案が１

０件、その他１件など合わせて２７件の議案の御審議をお願いするものです。町長の施政方針を

はじめ、提案のありました議案はいずれも今後の町政の根幹となる極めて重要な議案です。

諸議案の内容につきましては後ほど町長から説明がございますが、町民皆様の負託に応えるべ

く、提出されております諸議案に対しまして慎重審議いただき、適正かつ妥当な議決に達するこ

とをお願い申し上げ、開会の御挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（陶山 清孝君） ３月定例議会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

議員各位におかれましては、令和５年第１回南部町議会定例会を招集しましたところ、御出席

いただき開催できますことに御礼を申し上げます。

さて、２月２４日でロシアのウクライナ軍事侵攻が始まって１年が過ぎました。終わりの見え

ない戦争に多くの町民の皆様と同様に憤りを感じる中、いよいよ再来月ですか、Ｇ７広島サミッ

トが近づいてきました。議長国であり、世界唯一の戦争被爆国である日本として、核軍縮をリー

ドし続けなければならないと考えております。

さらに、２月６日にトルコ・シリア国境沿いで発生した地震では、５万人を超える死者と１，

８００万人の生活に重大な影響を与えたと報道されています。国際的な連帯による長期間の支援

が必要だと、こちらのほうも考えておるところでございます。

同時に、今月は３．１１東日本大震災から１１年、鳥取西部地震からは２３年を迎えます。私
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たちは改めて南海トラフ地震など、近い将来予想される大規模地震への備えを点検する必要があ

ると考えています。

今年１月２４、２５日の両日を中心に、鳥取県西部は豪雪に見舞われました。町内では６０セ

ンチを超える地域もあって除雪に多くの時間を要し、町民の皆様の生活にも大きな影響がありま

した。改めて除雪体制の問題点の検証を行っているところでございます。２月５日に南部町で行

われた鳥取気象台との防災講演会で台長にお話を伺ったところ、今回の豪雪の特徴として水分を

多く含んだ重たい雪が降り続いたことだとお聞きいたしました。来週からの町政の一般質問で御

質問いただいておりますので、議論を深め、平時から自然災害への備えと点検を図ってまいりま

す。町民の皆様も、それぞれの地域や集落、さらには個別で自然災害の備えが違います。各御家

庭でのハザードマップの点検、停電への備えを含めた３日分の食料備蓄や緊急持ち出し品の準備、

そして防災訓練への参加をお願いいたします。併せて集落単位ではぜひ自主防災組織の点検もお

願いするところでございます。

次に、１２月議会以降の火災について報告をいたします。１月３０日に法勝寺で住宅火災が発

生し、消防団員４７人が出動いたしました。幸いこの火災での人的被害はありませんでしたが、

全焼１棟、部分焼１棟の被害が発生しました。これから春の空気が乾燥する時期を迎えます。町

民の皆様には改めて火の取扱いには十分注意いただきますようお願いをいたします。

次に、人口動態について御報告をいたします。昨年１２月１日から２月末の間に出生された方

は８人、お亡くなりになった方は４５人でございました。御冥福をお祈りいたしますとともに、

誕生された子供たちの健やかな成長を御祈念いたします。これにより、２月末の現在の人口は１

万３３５人となりました。高齢化率は３８．４７％、２月末現在の今年度の出生者は３９人、前

年同期と比較しますと１３９人の人口減、高齢化率につきましては０．７１％の増加、出生数は

６人の減となっております。

本定例会におきましては、令和４年度一般会計補正予算、令和５年度一般会計予算、条例関係

など２７議案を提案させていただきます。いずれの議案につきましても、町政の推進に必要不可

欠なものばかりでございますので、全議案とも御賛同いただき、御承認を賜りますようお願い申

し上げ、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

午後１時００分開会

○議長（景山 浩君） それでは、会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており
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ますので、令和５年第１回南部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（景山 浩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

６番、長束博信君、７番、白川立真君。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（景山 浩君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、２２日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、２２日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（景山 浩君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第４ 諸般の報告

○議長（景山 浩君） 日程第４、諸般の報告を行います。

初めに、議長より６件の報告を日程順にいたします。

まず、令和４年度浄化槽トップセミナー鳥取について御報告をいたします。

合併処理浄化槽の普及啓発のために全国持ち回りで開催されている浄化槽トップセミナーが、

今年度は１月２０日に鳥取市で開催され、参加してまいりました。

最初に、環境省の浄化槽推進室長、沼田正樹氏から「これからの浄化槽について」と題した講

演があり、人口が少ない自治体ほど汚水処理施設の普及率が低いことや、人口減少に応じて公共

下水道計画区域から浄化槽区域への見直しが進んでいる等の浄化槽を取り巻く環境変化や予算動

向などの説明がございました。

このほか３名の方から、これからの汚水処理事業、中山間地での生活排水処理の取組、避難所
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トイレシステムなどについて大変興味深い講演がございました。

次に、西部町村議長会定期総会の報告をいたします。

去る１月３０日、西部町村議長会の定期総会が開催されました。

当日は、令和５年度事業計画、歳入歳出４８９万５，０００円の令和５年度予算案並びに分担

金の賦課徴収方法についての３議案が提案され、いずれも全員一致で可決されております。

次に、西部広域行政管理組合臨時会の報告をいたします。

去る１月３０日、鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会が開催されました。

当日は、地方公務員法の一部改正により職員の定年年齢の引上げ等に関する職員の定年等に関

する条例の一部改正、人事院勧告に準じた職員給与の差額分支給に関する一般会計補正予算の専

決処分、事業費の実績見込み等により１，２４０万円余りを減額する一般会計補正予算の３議案

が上程され、いずれの議案も全会一致で可決されております。

次に、西部広域行政管理組合ごみ処理施設等調査特別委員会先進地視察について報告をいたし

ます。

去る２月７日、西部広域行政管理組合ごみ処理施設等調査特別委員会の先進地視察が実施され、

京都市南部クリーンセンターを視察調査いたしました。

当施設は京都市の南部伏見区で令和元年より操業を開始したごみ処理施設で、可燃ごみの焼却

能力１日当たり２５０トンのストーカ炉２基、鉄類やアルミ類回収設備、バイオガス発生装置を

有した施設となっております。

焼却余熱は発電、所内給湯や暖房、体育館施設の暖房等に利用されており、発電能力は焼却施

設分１万４，０００キロワット、バイオガス発電１，０００キロワット、太陽光発電１７５キロ

ワットで発電量の７割を売電し、９億７，０００万円余りの売電収入を計上しています。

プラスチック製容器包装については、令和４年度までは可燃ごみとして焼却処理を行っていま

したが、令和５年度からは製品プラスチックと同時収集を行い、容器包装リサイクル協会へ処理

委託に出すこととのことでありました。

また、所内にテーマパーク的な環境学習施設、さすてな京都を併設し、常時一般公開を行い、

小学生の見学受入れや週末のイベントなどで通年多くの来訪者を迎え入れているとのことであり

ました。

西部広域行政管理組合が事業を進めているごみ処理施設も、施設の詳細を検討する段階を迎え

ます。本視察を参考によりよい施設案が提示されることを期待しております。

次に、鳥取県議長会定期総会並びに表彰式の報告をいたします。
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２月１７日、鳥取市において、鳥取県町村議会議長会の令和５年定期総会並びに自治功労者表

彰式が開催されました。

定期総会では、令和４年度下半期の会務報告の後、令和５年度の事業計画、歳入歳出２，３９

４万円の予算案並びに会費分賦徴収方法の３議案が提案され、いずれの議案も全会一致で可決さ

れました。

自治功労者表彰式では、県会長表彰とともに全国町村議会議長会会長表彰の伝達が行われ、当

南部町議会からは亀尾共三議員が２７年以上の在職功労の表彰をお受けになられました。長年の

地域振興及び住民福祉の向上への御功績に深甚なる敬意を表しますとともに、心よりお祝い申し

上げます。

最後に、西部広域行政管理組合定例会の報告をいたします。

２月２２日、西部広域行政管理組合議会定例会が開催されました。

当日は、執行部提案の議案として、個人情報の保護に関する法律施行条例の制定、同施行条例

の施行に伴う関係条例整備に関する条例の制定、情報公開条例の一部を改正する条例の制定、令

和４年度一般会計補正予算、そして令和５年度一般会計予算の５議案、さらには議会運営委員長

提案の追加議案として、組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定の合計６議案が審議され、

いずれの議案も原案どおり可決されました。

各議案の内容は、執行部提案の個人情報保護法関係の３議案については、新たな個人情報の保

護に関する法律が施行され全ての地方公共団体に適用されることとなったことから、新法の施行

に当たり必要な事項を定め、関係する条例の規定を整備し、公文書公開の方法や費用負担等の所

要の改正を行うものでした。

令和４年度補正予算は、浄化場維持修繕と消防指令機器のデジタル無線設備の修繕で合わせて

４００万円余りの繰越明許費の補正、令和５年度予算は歳入歳出総額５７億９，８００万円余り

とするものでありました。この新年度予算の中には約２億２，０００万円の米子消防署南部出張

所庁舎大規模改修事業に要する経費も含まれております。

議員発議による組合議会の個人情報の保護に関する条例制定は、地方公共団体と異なり、個人

情報保護法が自動適用されない組合議会が法に基づいた条例を制定するものであります。

また、定例会に併せ、民生環境常任委員会が開催され、米子浄化場の内浜処理場への機能集約

について所管事務調査が行われました。当組合が運用している下水処理施設である米子浄化場の

機能を、米子市下水道部の施設である隣接する内浜処理場に集約化する計画内容の説明があり、

し尿受入れ開始を令和１４年度からとし、集約化によるコスト縮減効果は建設費が約１１億５，
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０００万円、年間維持経費が約２，９００万円となる見込みであるという報告を受けております。

以上、報告を終わりますが、各報告の詳細につきましては会議資料等を事務局において閲覧に

供しておりますので、そちらを御覧ください。

次に、議員からの報告を受けます。

まず、日本海政経懇話会２月例会並びに令和５年度町政に対する要望事項についての報告を受

けます。

板井隆君。

○議員（10番 板井 隆君） １０番、板井です。去る２月２２日に米子市ＡＮＡクラウンプラ

ザホテルで日本海政経懇話会が開催され、参加をいたしましたので報告をいたします。

講師に、慶應義塾大学教授で様々なメディアに登場される岸博幸氏による「今後の日本経済の

展望」と題した講演でした。

日本経済の失われた３０年と言われる理由は、短期的には物価高騰による経済の悪化、長期的

には３０年の経済力がトータルでアメリカが３．５倍、中国に至っては５３倍、韓国が１０倍に

比べ、日本は１．２倍であり、日本の生産性は疲弊し、経済成長率は年０．５％程度となってき

ている。原因として、世界は経済成長政策にグローバル化を推進し、さらにデジタル化を進めた

ことで経済成長を促したが、日本の政策も企業も構造変化に対応しなかったことが今の現状とな

り、結果として賃金の停滞、人口減少にもつながったと思うとの前置きがありました。

今後の経済はコロナ禍の影響でデジタル化のペースが速くなり、イノベーションが上がり、ビ

ジネスモデルを進化させることで企業も自治体も生産性が上がり、社会経済が進展すると考えら

れる。このような変化の中で地方でも大きなチャンスが生まれると思っており、このキーワード

はいかにイノベーションをつくり出すのかが必要で、行政職員内だけで解決するのではなく、多

様な意見を聞き、新しい町のデザインを生み出すことが必要である。南部町もこの機をチャンス

と捉え、新しい魅力ある町に変革が必要だと感じた講演でした。以上、報告といたします。

続けて、議会からの令和５年度の町政に対する要望事項を１月５日に、また、執行部からの回

答が２月１３日に開催されましたので、報告をさせていただきます。

要望は総務経済・民生教育、それぞれの常任委員会で検討し、全員協議会で確認後、１２項目

にわたり執行部へ要望を提出いたしました。詳細については１２月定例議会だよりに掲載をして

おりますので割愛をさせていただきますが、執行部からの回答について全てを申し上げるのもま

た時間がかかりますので、その中から２項目について報告をいたします。

まず、人口減少対策について執行部からの回答は、妊娠期から個別面談の機会を多く持ち、伴
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走型の支援を行いながら、制度や支援内容は利用者の声を聴きながら、随時検討を行いながら対

応を続けている。しかしながら、出生数の減少は止まっていない。今後、議論を行いながら事業

展開を図りたいとの回答でありました。

また、学校給食の保護者負担の軽減と多子世帯への一層の負担の軽減を求める回答では、物価

高騰による学校給食費の値上げとなっても４年度と同様に値上げ分は町が負担をする。多子世帯

においては、今後の国の動向を注視しつつ、多子世帯を含めて負担軽減を検討してまいりますと

の回答でありました。

議会は住民の代表であり、住民に一番身近な存在である議員が住民の声を町政に反映し、町長

に提言、要望することで、町民皆様に行政サービスの向上を図ることができるよう、新年度も議

員一同頑張る所存です。以上、報告といたします。

○議長（景山 浩君） 次に、議会改革調査特別委員会からの報告を受けます。

白川立真君。

○議会改革調査特別委員会副委員長（白川 立真君） 去る１月２２日、数年ぶりに住民との意見

交換会を開催いたしました。今回、参加いただいた方は、新☆青年団、高校生サークル「Ｗｉｔ

ｈ ｙｏｕ 翼」の１７名です。

ふだん私たち議員が扱う課題の中で、少子化や高齢化に起因するテーマは数多くあります。保

育園の統合、空き家の増加、高齢者世帯特有の悩みなど様々です。時代とともに移り変わってい

く南部町の姿や未来像など、次世代を担う若者たちと語り合い共有していくことは、私たち議員

にとって持続可能なまちづくりに資する重要な職責だと考えております。

さて、当日はそれぞれが７つのテーブルに分かれ、フリップトークの中で南部町の未来を予測

しながら、そうあるためには今、何をしなければならないのか、一人一人が今できることは何か

などを語り合いました。また、私たち議員も若者たちが描いている町の姿、ふだん考えているこ

と、なぜ若者は都市部へ向かうのかなどを共有できたと思います。

後に意見交換会の感想を見た際、意見交換だけでなくもっと質問をして深めたかった、全体的

に時間が少なかった、このような機会を増やしてほしいなど、若者たちからのメッセージは大変

ポジティブなものでありました。議会改革のテーマをさらに深掘りしていくためにも、彼らから

のメッセージを受け止め、生かしていかなければと考えております。報告、終わります。

○議長（景山 浩君） 次に、南部箕蚊屋広域連合議会定例会の報告を受けます。

荊尾芳之君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（荊尾 芳之君） ３番、荊尾です。南部箕蚊屋広域連合議会２月
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定例会の報告をいたします。

去る２月２０日、令和５年第１回南部箕蚊屋広域連合議会定例会が開催され、個人情報保護法

施行条例の制定のほか、令和４年度一般会計補正予算、介護保険事業特別会計補正予算並びに令

和５年度一般会計予算、介護保険事業特別会計予算など５議案が提案され、全議案が可決されま

した。

令和４年度補正予算は、一般会計では歳入歳出それぞれ７１９万４，０００円を減額し、歳入

歳出予算総額を５億４，２３６万６，０００円と可決しました。

介護保険事業特別会計では、歳入歳出それぞれ４，３８４万９，０００円を減額し、歳入歳出

予算総額を３２億１，９２９万６，０００円とし、可決しました。

両会計とも主に実績見込みによる補正でありました。

次に、令和５年度一般会計予算は、歳入歳出総額５億３，０００万円で、前年度に比べて５０

０万円、１．０％の増額予算であります。特徴は、保険給付費に係る特別会計繰出金等が増額と

なっています。

介護保険事業特別会計は、歳入歳出総額３１億６，６００万円で、前年度に比べて６，１００

万円、２．０％の増額予算であります。特徴は、第８期介護保険事業計画に基づく給付費及び地

域支援事業費を見込むほか、介護予防等の取組に要する保健福祉事業費、次期計画の策定に向け

た費用等が計上されています。少し説明を加えますと、現在、令和３年から５年までが第８期で

す。第１号被保険者の保険料の基準額は年６万９，６００円、月額５，８０４円です。９期は推

計で８万９００円、年額です。月額で６，７４８円に値上がりする見込みです。今後どう計画を

策定するのか、活発な議論になってくると思います。

最後に、個人情報保護法施行条例の制定では、国の個人情報の保護に関する法律の制定により、

地方公共団体等の個人情報が令和５年４月１日から法の適用を直接受けることに伴い、現行の個

人情報保護条例を廃止し、法の施行に関し必要な事項を定める条例案が提出され、可決されまし

た。

以上、南部箕蚊屋広域連合議会の報告といたします。

○議長（景山 浩君） 次に、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会の報告を受けます。

加藤学君。

○南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会議員（加藤 学君） ２番、加藤学です。去る２月１６

日、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会が開催されました。

定例会に提出された議案は３議案で、南部町・伯耆町清掃施設管理組合個人情報保護法施行条
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例の制定、令和４年度南部町・伯耆町清掃施設管理組合会計補正予算、令和５年度南部町・伯耆

町清掃施設管理組合会計予算です。

まず初めに、条例制定については、令和３年５月にデジタル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律が成立し、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律を１つの法律に統合

するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、令和５年４月１日から統合後にお

いてその所管が個人情報保護委員会に一元化されることになり、これにより改正後の個人情報の

保護に関する法律の適用を受けることになるため、施行のために必要な事項を規定するものです。

なお、地方議会は法の適用対象外とされるため、議会における個人情報の取扱いは法形式や規定

内容も含め、自律的な対応が委ねられており、議会の個人情報保護条例においては次回の８月定

例会に上程されることになっております。この条例制定については、賛成多数で可決されました。

次に、令和４年度補正予算について、歳入歳出総額にそれぞれ１８１万８，０００円を追加し、

２億１，６０５万８，０００円とするものです。主なものは電気料金高騰による衛生費の光熱水

費増額で、議会費、総務費、予備費をそれぞれ減額し、衛生費に組み替えるものです。この令和

４年度補正予算については、全会一致で原案のとおり可決されました。

次に、令和５年度当初予算は、歳入歳出それぞれ２億１，８００万円で、前年度と比較して１，

３７３万円の増となりました。

２町の５年度の負担金は、南部町が８，７８６万９，９３３円、伯耆町が９，４０９万３，０

６７円で、総額１億８，１９６万３，０００円、前年度と比べると１，３１７万５，０００円の

増となっております。増額要因は、電気料金の高騰による光熱水費の増額によるものが主なもの

です。歳入は、令和４年４月より直接搬入手数料の改定をしており、実績に基づき雑入の増加を

見込んでおります。

なお、可燃ごみの搬入量としては、全体で４，２５２トン、昨年より約１５トン増となってお

ります。

町別搬入量につきましては、南部町で約２，０４５トン、前年と比べると８トンの増、伯耆町

は２，２０７トン、前年と比較すると約７トンの増でした。

ごみの搬入量は大体横ばいですが、これからも積極的に分別やリサイクルに取り組んでいく必

要があると考えております。この令和５年度予算につきましては、全会一致で原案のとおり可決

されました。

議案書につきましては事務局に提出しておりますので、閲覧のほど、よろしくお願いいたしま
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す。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会の報告を受けます。

細田元教君。

○鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員（細田 元教君） １１番、細田です。去る２月１４日、

湯梨浜町でございました鳥取県後期高齢者医療広域連合議会第１回定例会の内容を説明させてい

ただきます。

まず、深澤連合長より、後期高齢者医療制度を取り巻く状況としては、少子高齢化が進む中、

本年度以降、いわゆる団塊の世代の方々が７５歳以上となり始めることで、被保険者数の増、医

療費の総額の増大、現役世代の負担の増加が見込まれています。

このような中、全ての世代が安心できる社会保障制度を持続していくため、昨年１０月１日か

ら一定以上の収入がある後期高齢者については、医療費の窓口負担割合を１割から２割に引き上

げる制度が導入されたところです。

本県におきましても、被保険者全体の１７．２４％、１万６，１９２名の方の負担割合が引き

上げられました。当広域連合といたしましては、被保険者の方々に対し、被保険者証の更新や丁

寧できめ細かな説明、周知を実施していたところです。

後期高齢者医療制度を持続可能な制度とするため、また、被保険者の方が安心して必要な医療

を受けることができるよう、引き続き市町村や県、関係医療機関と連携を図り、医療費の適正化

や高齢者保健事業を積極的に取り組み、安定的な運営と適切な事業執行に努めてまいりますとい

う言葉がございました。

それでは、議案９本ありましたので、説明させていただきます。

議案第１号、職員の定年の引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例についてです。これは

地方公務員法の一部改正により、地方公務員の定年が引き上げられたことに伴い、所要の整備を

行うため、関係する条例の一部を改正するものです。全員一致で可決しました。

議案第２号は、鳥取県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の全部改正についてです。当

広域連合の個人情報保護制度は、当広域連合の個人情報保護条例に基づき運用していますが、個

人情報の保護に関する法律が改正され、令和５年４月１日以降、地方公共団体の個人情報に関す

る取扱い等が法に基づき運用されることになったことに伴い、法の施行に必要な事項を整備する

ため、個人情報保護条例を全部改正するとともに、死者に関する情報の取扱いの重要性に鑑み、

その取扱いについて規定を設けるものでございます。これも全員一致、可決されました。

続いて、議案第３号は、鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の
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一部改正についてです。これは、令和５年４月に施行される個人情報の保護に関する法律の一部

改正及び当広域連合の個人情報保護条例の全部改正に伴い、当広域連合の情報公開・個人情報保

護審査会の所掌事務の規定を定めるほか、所要の整備を行うものでございます。これも全員一致、

可決されました。

続いて、議案第４号は、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改

正についてです。これは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い、低所得者

に対する保険料の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準につ

いて引上げを行うものでございます。５割軽減の対象世帯については、所得判定基準額の算定に

用いる被保険者数に乗ずる金額を２８万５，０００円から２９万に改め、２割軽減の対象世帯に

ついては、同じく被保険者数に乗ずる金額を５２万から５３万５，０００円に改めるものでござ

います。これについても全員一致、可決されました。

議案第５号、鳥取県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員に関する条例の一部改正につい

てです。これは、令和４年８月の人事院勧告に基づいた県内地方公共団体の会計年度任用職員の

期末手当の支給割合の引上げ状況に鑑み、当広域連合においても年間の支給割合を０．１か月分

引き上げるというものでございます。全員一致、可決されました。

続いて、議案第６号は、令和４年度鳥取県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１

号）です。これは、歳入歳出それぞれ１２３万７，０００円増額し、歳入歳出総額を５，４４６

万１，０００円とするものです。

主な内容としましては、市町村からの派遣職員の給与負担金の増額、また、業務委託料の入札

執行残など不用額の減額等、決算見込みに基づくものでございまして、全員一致、可決されまし

た。

議案第７号は、令和４年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）です。これは、歳入歳出それぞれ１，９５０万１，０００円を減額し、歳入歳出総額

を８５８億８，３５４万１，０００円とするものです。

主な内容としましては、歳入は事業費の減額に係る国庫支出金の減額、また、決算見込みとの

差額調整として市町村負担金の減額するものです。

歳出については、業務委託料の実績に基づく減額、コロナ対策による事業中止等の不用額及び

派遣職員の給与等負担額の減額、また、健診受診件数の増に伴う健診業務委託料の増額や、過年

度国庫支出金返還に係る増額等、決算見込みに基づくものでございます。これも全員一致、可決

されました。
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議案第８号は、令和５年度鳥取県後期高齢者医療広域連合一般会計予算です。当広域連合の組

織運営に係る所要の経費を計上しており、歳入歳出それぞれ予算総額６，２００万９，０００円

とし、前年度比１１６．５％、８７８万５，０００円の増額となっています。増額の主なのは、

財務会計システムの更新に係る導入初期費用及び市町村からの派遣職員の給与負担の増額となり

ます。

歳入の主なのは、構成市町村からの負担金６，１５０万７，０００円です。

歳出の主なのは、議会費に１００万７，０００円、総務費に６，０５０万２，０００円を計上

してます。この総務費には、医療費の適正化などの取組について、市町村や国保連合会と一層の

連携を図るため、新たに当広域連合が国保連合会の会員となることに伴う会員負担金を計上して

おります。これも全員一致、可決されました。

議案第９号、令和５年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算です。医

療給付費など後期高齢者医療制度運営に係る所要の経費を計上しており、歳入歳出それぞれ予算

総額を８５６億７，０８２万９，０００円として、前年度比１０２．５％、２１億１，９３７万

３，０００円の増額となっております。増額の主なのは、被保険者数の増及び医療給付費の増加

の見込みに伴う保険給付費の増額と、広域連合電算システムの機器更新に伴う増額となります。

歳入の主なのは、市町村支出金として被保険者からの保険料及び市町村の療養給付費の定率負

担金など１４９億７，４１１万７，０００円、国庫支出金として国の療養給付費の定率負担金、

調整交付金等２９１億７，９７９万９，０００円、県支出金として県の療養給付費定率負担金、

財政安定化基金交付金など７４億６，１９０万３，０００円、支払基金交付金として現役世代か

ら支援金３３６億６，９５４万円、繰入金として医療給付費準備基金から繰入金２億２，２９６

万４，０００円です。

歳出の主なのは、総務費として制度運営に係る経費３億８，６０３万１，０００円、保険給付

費として療養の給付に係る経費、高額療養費、葬祭費など総額８４７億２，１５９万７，０００

円、保健事業費として健康診査業務関係経費、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る

経費、次期データヘルス計画の策定経費など５億２，２１４万７，０００円ということになって、

全員一致、これも可決されました。以上で報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 以上で諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第５ 施政方針の説明

○議長（景山 浩君） 日程第５、施政方針の説明。
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町長から施政方針の説明を求めます。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、令和５年３月南部町議会定例会付議案件に係る提案理由説明

を行います。

本日ここに、令和５年度の予算案及び諸議案を提出するに当たり、町政運営に対する所信の一

端と諸施策の概要を申し上げ、議会をはじめ町民の皆様の御理解を賜りたいと存じます。

昨年２月２４日に始まったロシアによるウクライナ侵攻は長期化し、国際政治、世界経済への

影響は日増しに深刻なものになっております。こうした世界情勢の不安に呼応するかのような北

朝鮮の日本海への頻回のミサイル発射、中国の海洋進出や台湾有事への対応など、日本を取り巻

く安全保障環境は一層厳しい局面にあると言えます。一日も早いロシア軍撤退による人権侵害の

回復、世界の安定平和を求めるところです。

新型コロナウイルス感染症との闘いは３年を超えました。この間、医療や介護、教育現場の最

前線で日夜大変な御苦労をいただいた皆様、さらにワクチン接種の現場で従事いただいた皆様を

はじめ、感染拡大防止に御協力いただいている町民の皆様に深く感謝を申し上げます。

政府においては、本年５月８日に現在の２類からインフルエンザと同じ５類に移行する方針が

決定され、本町といたしましても今後国の動向を注視し、適切な対応を取ってまいります。

一方で、我が国は新型コロナウイルスによる経済的ダメージに加え、不安定な国際情勢を背景

にしたエネルギーや食料品などの輸入物品の価格高騰が、私たちの生活や事業活動に大きな影響

を及ぼしています。本町としましても、国、県と連携しながら経済の停滞を最小限に抑える取組

が必要でございます。

鳥取県内では、今年に入ってからスーパーマーケットの撤退というショッキングなニュースが

流れました。人口減少社会の中で、日常や健康を支える買物と医療、移動手段としての公共交通

の在り方など、暮らしに直結した社会資源が危機を迎えようとしています。町外にこれらのサー

ビスを依存する体質が人口減少の中で表面化しており、私は対岸の火事ではないと考えています。

全ての人々が生き生きと暮らせる町とは、地域共生社会の進化にほかならないと考えます。人

口減少社会の中で、これまで進めてきた７つの地域振興協議会を中心にした多極ネットワーク型

のまちづくりはさらに重要になってまいります。社会福祉協議会など関係機関と連携し、つなが

り合い支え合う地域共生社会の実現を目指し、将来世代に責任が持てる「次世代に誇れるなんぶ

暮らし」の創造に全力で挑戦してまいります。

それでは、令和５年度の町政運営に当たっての方針として次の点を申し上げます。
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１点目は、「コロナ禍で弱ったコミュニティー、経済の再生」について申し上げます。

長期化している新型コロナウイルス感染症対応で地域活動が抑制されてきたことにより、地域

にお住まいの方同士のつながりが希薄になり、高齢者をはじめ地域内で孤立されている方が生じ

ていることが心配されています。社会福祉協議会、地域振興協議会等と行政が共に出かけ、地域

のつながりを取り戻す活動を行い、コロナ禍で弱ったコミュニティーを再生します。

また、地域で暮らし続けていくために必要な要素である環境、健康、安心を確保するため、集

落での自主防災組織の育成、百歳体操の普及と口腔ケアの推進、充実した買物支援、地域交通の

利便性の向上などに取り組み、安心して暮らし続けられる地域づくりを進めます。

コロナ禍、物価高騰による経済的影響を抑えるため、これまで地域商品券の全町民への配布、

燃料券の全世帯への配布、直接影響が大きかった飲食店や宿泊業への直接給付など様々な施策を

行い地域の経済を支えてきましたが、これからは回復しつつある国内旅行やインバウンドの取り

込み、さくらまつりなどのイベントの再開により地域に活力を取り戻すとともに、地域の経済は

地域で守るという「地域循環型の経済」の仕組みを構築します。

２点目は、「デジタル田園都市国家構想を先取りし南部町ＤＸを推進」について申し上げます。

南部町では、人口減少・少子高齢社会にあって、「デジタル技術を活用し、住民の利便性を向

上させる、業務を効率化し人的資源で行政サービスを向上させる」南部町ＤＸの推進機関として

デジタル推進課を設置しました。

この２年間は、主に町内全域の光ファイバー網整備、押印の廃止、電子申請の推進、スマホ教

室などのＤＸの土台づくりと、ＡＩデマンド交通やＬＩＮＥによる広報紙のペーパーレス化など、

デジタル技術の実装に取り組んでまいりました。令和５年度はデジタルの力を実感していただけ

るサービスを展開してまいります。

具体的な例を申し上げますと、まず、お手元のスマートフォンで各種行政手続ができるように

いたします。マイナンバーカードを活用し、ＬＩＮＥとスマホから住民票の写しの交付申請がで

きるようにするほか、ＬＩＮＥで学校の欠席連絡ができる、住民目線で道路の損傷情報の発信・

共有ができる、住民アンケート等で気軽に意見発信ができるなどの機能を拡充していき、スマー

トフォンがまるで「テノヒラにある役場庁舎」であるかのように、デジタルを介して住民とつな

がる役場を目指してまいります。

次に、マイナンバーカードをお持ちの方であれば住民票の写しと印鑑登録証明書が全国どこで

も最寄りのコンビニで取得できるサービスも導入します。様々な方法で「行かない、書かない、

待たせない役場」を推進いたします。
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また、災害時における情報発信手段として、ＬＩＮＥなどＳＮＳの活用も検討中ですが、光フ

ァイバーの宅内引込み工事も進みつつありますので、デジタル技術の活用について検討してまい

ります。

３点目は、「未来への投資」について申し上げます。

少子化は、子育てにかかる経済的な負担、雇用の在り方や働き方、あるいは家族制度、結婚観

や個人の価値観など課題が多く、国家が総合的に対策に取り組まなければならない課題であり、

地方創生のように地方自治体間で競い合うような取組では克服できません。

岸田内閣では、次元の異なる少子化対策を実現するとし、具体的な中身は６月に示されるよう

ですが、「児童手当などの経済的支援の拡大、子育てサービスの充実、働き方改革」が柱の、子

供を産んだ後の支援となっております。南部町の子育て支援は、保健師、助産師、保育士、管理

栄養士がワンチームとなって、妊娠から出産、子育ての相談・支援を伴走型で行う子育て支援セ

ンター「ネウボラ」を中心に捉えています。南部町の子育て支援は充実していると言われるよう

になっておりますが、個別の事業内容については随時点検し、充実させてまいります。

また、岸田内閣ではＧＸ、グリーン・トランスフォーメーションを通じて、脱炭素、エネルギ

ー安定供給、経済成長の３つを同時に実現するための取組を推進するとしており、南部町として

も省エネ、再エネ、カーボンプライシング、これは炭素に価格をつけ、排出者の行動を変容させ

る政策手法のことですが、これらの国の動きを注視し、２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言

の取組を進めてまいります。

コロナ禍を契機に注目されるリモートワーク、ワーケーションは、製造工場等が中心であった

雇用創出型の企業誘致と異なる新たな企業誘致につながるものであり、環境を整備し、地域の魅

力を磨き上げるとともに、プロモーション活動に力を入れてまいります。また、「一年中フルー

ツが楽しめる南部町」として地域振興を図る「フルーツロード構想」は、１２月に県の「がんば

る地域プラン」に採択され、令和５年度からスタートいたします。こうした新たな取組により地

域に活力を生み、子供たち、若い世代が希望を持てる南部町を目指します。

以上を踏まえた上で、私がお約束した次の３つのＣ「つなぐｃｏｎｎｅｃｔ」「変えるｃｈａ

ｎｇｅ」「挑戦するｃｈａｌｌｅｎｇｅ」と五つの挑戦「１なんぶ創生」「２子育て環境の充実

と人材育成」「３健康長寿のまちづくり」「４共生と防災のまちづくり」「５行財政改革」の実

現に向けた重点的な取組を推進してまいります。

この結果、南部町の令和５年度一般会計当初予算規模は７７億４，７００万円となり、対前年

比３．８％増となります。
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１つ目は、なんぶ創生への挑戦です。

令和元年度に策定した第２期なんぶ創生総合戦略は、現在、基本事業１２事業、５５施策を掲

げ、持続可能な南部町の実現に取り組むこととしております。

まず、情報通信基盤整備につきましては、令和２年度に着手した光ファイバーケーブルの整備

は、ケーブルテレビ及びインターネット契約をされた御家庭の約８０％で引込み工事が終わって

おり、令和５年度中に町内全域で工事が完了します。これにより、デジタル時代のインフラが整

いますので、デジタルを使った高速通信サービスをストレスなく受けることができます。

町政の運営方針でも申し上げましたが、昨年からワクチン接種予約や行政文書の回覧がＬＩＮ

Ｅ上でできるようになっており、約１，１００名の方が友達登録をされ、多くの方に利用してい

ただいております。今年は住民票の写しの交付申請や各種手続ができるようにするなど機能を拡

充し、スマートフォンを住民とつながるツールとして活用できる「テノヒラ役場」へと進化させ

てまいります。

令和４年度に稼働した高速通信設備を搭載したコネクテッドカー「どこでもなんぶ号」はスマ

ホ教室が中心ですが、１月末までに３２回開催し、延べ４０４人の参加があり、多くのスマート

フォンに不慣れな高齢者の方に好評を得ております。令和５年度は取組が十分でなかったデジタ

ルサービスの体験イベント、福祉分野での活用を行うなど、デジタルになれ親しんでいただける

取組を行います。

また、高校生や青年団の若者がシニア向けスマホ教室の講師として活動する「デジタルリーダ

ー」の育成も継続し、「誰一人取り残さない社会」の実現につながるよう、デジタルの普及とと

もに、デジタルとアナログの隙間を埋めてまいります。

令和３年度に取組を始めた第２期「生涯活躍のまち基本計画」の「全世代・全員活躍のまち南

部町」の取組につきましては、まちづくり会社「なんぶ里山デザイン機構」が中心となって行っ

ている空き家の借り上げは、事業として持続可能な物件数は５０件程度と試算しておりますが、

令和５年１月末時点の物件数は４５件で、うち４０件を活用しており、３８世帯、１０９人の入

居、２件は店舗等の活用、残り５件が修繕などの対応中でございます。空き家の問合せは依然多

く、需要に十分応えられていない状況にありますので、貸出し可能な空き家を掘り起こすために

令和５年度は空き家調査を行うとともに、空き家利活用計画を策定いたします。計画を策定しま

すと空き家の解体にも支援制度が活用できるなど、住宅政策に広がりができます。

また、令和４年度に本格稼働した「しごとコンビニ」の取組は、令和５年１月末現在、登録者

数は９４人、受託事業者数は８社、個人受託４件、マッチング実績として６４件となっておりま
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す。課題は企業の業務一部を切り出し、しごとコンビニ登録者への委託業務として御紹介するこ

とが十分できていませんので、地域活性化起業人を受け入れ、取組を強化してまいります。

昨年、南さいはくのサテライト拠点「かまくら山荘」が５月にオープンし、これにより拠点エ

リア法勝寺地区の「キナルなんぶ」、サテライト拠点手間地区の「てま里」と賀野地区の「えん

がーの富有」と、町の拠点が整いました。さらに、ＪＯＣＡが生涯活躍のまちの拠点である「法

勝寺温泉」を昨年６月に開業したところであり、さらに地域活性化の取組が広がることを期待し

ます。

町内の誘致企業１８社の令和４年４月時点の雇用者の総数は１，４９２人で、うち町内からの

雇用者数は２９７人、２０％、外国人雇用者数は５４人となっています。

国のデジタル田園都市国家構想推進交付金の地方創生テレワークタイプに採択された緑水湖に

ある研修館、コテージの改修ですが、研修館はサテライトオフィス、コワーキングスペースとし

て、コテージもワーケーションをターゲットにした改修を行ったところです。昨年実施したモニ

ターツアーからサテライトオフィス、ワーケーションだけでなく、企業研修という可能性も見え

てきました。新たな企業誘致のスタイルとしてトップセールスで取り組んでまいります。

ヒト・モノ・カネの地域内循環を生み出す新たな仕組みを導入できないか商工会等と協議し、

検討してまいりましたが、令和５年度にローカル電子マネーを導入することとし、デジタル田園

都市国家構想推進交付金にも申請しているところです。

緑水湖周辺エリアの活性化については、今年度、関係者と話し合いながら計画をまとめたとこ

ろでございますが、先ほど申し上げたモニターツアーの参加者から提起された「南部町を選択す

る理由」という命題に対してアピールできるように、「星空観察や野鳥観察、農業体験など自然

や文化を生かしたコンテンツ」を活用し、「非日常を求める大人たちに、安らぎと癒やしを提

供」できるよう「エリア内の施設を連携強化」して取り組んでまいります。

人口減少社会にあって、地域のことを地域住民が解決する仕組みの先駆けである南部町の地域

振興協議会では、現在の課題である「福祉」と「防災」について重点的に取り組んでいただいて

おり、南部町地域福祉計画の実現に共に取り組んでまいります。

地域の皆さんと語り合う「円卓会議」を実施できていませんが、令和５年度には開催方法を工

夫して実施し、地域の皆さんと意見を交わし、思いを共有し、心豊かに暮らし続ける「なんぶ暮

らし」の創造に邁進いたします。

２つ目は、子育て環境の充実と人材育成への挑戦です。

まず、教育は人づくりの基盤であり、本町では「自立・共生・参画」をキーワードに学校教育、
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社会教育の融合を図りながら、グローバルな世界も視野に入れつつ、町の未来を託す人材の育成

に努めてまいります。

今年度は南部町教育振興基本計画の改定の年に当たることから、目指す子供像等と各事業との

つながりを明確にした形でホームページ等に公開し、教育行政施策の見える化を図ります。

学校教育においては、本町の児童生徒の学力の状況を鑑み、「まち未来科」だけでなく、様々

な学習場面において、①主体的・協働的に学びに向かう力の育成、②自分の考え、理由、根拠を

明確にした上で適切に表現する力の育成、③目的に応じ、主体的に「読む力」の育成の３点を重

点に学力向上を進めてまいります。協同学習の理念に基づき、町内学校５校が一体的に小中一貫

教育の視点を持って取り組み、予測不可能な社会変化に柔軟に対応できる力の醸成に取り組んで

まいります。

不登校対策につきましては、出現率の高止まりとともに、その背景も様々で、複雑になってい

ます。外部との連携の一層の充実を図るため、スクールソーシャルワーカーを各中学校区に１名

配置し、適切な実態把握に努めています。チームとしての動きが児童生徒に届くケースも増えて

きておりますので、今後もそれぞれの子供や家庭に寄り添った指導・支援を積極的に行い、学力

保障とともに不登校の未然防止にも努めてまいります。

１２月にはコミュニティ・スクールの全国研究大会を開催し、全国から参集する実践者と交流

するとともに、全国に先駆けて導入した実績を発表する機会を設けます。

現在、「地域とともに歩む学校づくり」をさらに一歩進め、小中一貫教育の視点を強化した中

学校区単位の活動を展開しています。その中で「まち未来科」の充実を図り、これからの社会を

生き抜く４つの力の育成と同時に、大人や地域の教育力の再確認、有用感の醸成に努めます。

ＧＩＧＡスクール構想に基づき進めてまいりましたハード面の整備につきましては、令和４年

度で全児童生徒の１人１台のタブレット端末、令和５年度で普通教室の大型モニターの更新が完

了する予定です。子供たちや教職員がこれらの電子機器とノートや黒板、図書等を目的に応じて

効果的に使い分ける、いわゆる「ハイブリッド」に活用する力を発達段階に応じて育成していき

たいと考えております。ＩＣＴを活用することで、よりグローバルに社会との関わりの範囲を広

げたり、様々な知見や意見に触れたりすることができるようになり、自らの学びをこれまで以上

に豊かにすることも可能になるなど、ＩＣＴの活用には大きな可能性があると考えております。

社会教育において、平成２８年度から本格スタートした高校生サークル、翌２９年度からスタ

ートした新☆青年団の活動は年々充実し、町民の皆様にも水色や桜色のジャンパーを認知してい

ただけるようになりました。
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今年度は新型コロナウイルス感染症のために規模の縮小を余儀なくされた活動を取り戻すだけ

ではなく、県外交流など今まで以上に活発で、若者が生き生きと笑顔で活躍できる自立した活動

へとバージョンアップを図ります。

また、南部町では昨年度に続き、本年も５月２日を県教育委員会が進めている体験活動休業日

とし、前述の若者や社会教育委員をはじめとした大人の手により子供の居場所づくりを仕掛けて

いきます。

こうした若者が主体的に生き生きと活動する姿を子供たちのモデルとして示しつつ、持続可能

なまちづくり・人づくりの循環を図ってまいります。

平成２６年度から取り組んでいる少子化対策事業も、令和５年度は第４期の取組となります。

これまでの取組により転入者や町外の方からも「子育て支援策が充実している南部町」と言わ

れるようになっており、出生後の子育て支援サービスや医療・保健環境の充実は南部町の強みで

あります。しかし、南部町の令和２年度の合計特殊出生数は１．２５で、県平均１．５２、国の

１．３０を下回っており、少子化を止めることはできていない現状ですので、随時その内容を見

直し、充実させてまいります。

その一つとして、出生から保育園へ入所するまでの子育て負担を軽減するため、ファミリーサ

ポート事業を拡充したファミリーサポートプラスを新たに始めます。これは特に生後６か月まで

のお子さんをネウボラの助産師が中心になって健康管理センターすこやかで短時間預かる事業で

すので、育児疲れのリフレッシュや気分転換に利用していただけると思います。

若者世代からニーズがある住宅についてですが、令和４年度に実施した住宅マーケティング調

査の結果を、同じく令和４年度に着手した国土計画法に基づく土地利用計画に反映させて令和５

年度に作成し、課題である住環境整備施策に生かしてまいります。

また、子供を産む前の婚活への支援も重要です。未婚の２５歳から３４歳の男女の結婚しない

理由第１位は「適当な相手が見つからない」ですので、これまで実施してきている婚活イベント

に加え、新たに鳥取県が運営するマッチングサイト「えんトリー」の登録料を助成し、結婚を望

む若者の婚活を後押しします。

子育て世代の皆さんと一緒に作成した「子どもの広場整備構想」に基づく第２期の子どもの広

場を、「いこい荘」横の公園に令和５年度に完成させます。

つくし、さくら保育園統合基本構想については、令和４年度にあり方検討委員会を中心に基本

構想として取りまとめ、パブリックコメントなど広く町民の皆様にも御意見をいただいたところ

です。新保育園の建設候補地につきましては、防災面、保育環境面、アクセス、経費など様々な
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角度から事務的に３か所の候補地に絞り、基本構想を策定いただいたあり方検討会の委員の皆さ

んに採点評価していただきました。あり方検討会の委員さんの評価を踏まえた上で、これまで申

し上げてきたとおり町長が建設候補地を判断し、議会にお諮りしたいと考えています。なお、公

表時期は地権者の同意をはじめ、事務手続の目途が一定得られた段階での公表になると考えてお

ります。

３つ目は、健康長寿のまちづくりへの挑戦です。

人は誰もが住み慣れた地域で自分らしく安心して生き生きと暮らしていくことを願っています。

そのためには日常生活に何らかの課題を抱えて暮らす人々に必要な支援を提供するとともに、そ

の地域社会が持つ福祉力を豊かに育むことが必要になります。このため、「南部町地域福祉推進

計画」の実現に向けた取組を進めてまいります。計画の重点取組の一つである地域振興協議会の

福祉機能を強化し、自助・互助・共助による日常的な支え合いの仕組みをつくります。

これまで「南さいはく地域振興協議会」、「東西町地域振興協議会」では、福祉機能強化の基

となる福祉推進事務局で議論を重ねるとともに、福祉コーディネーターを配置し、福祉機能の強

化に向け取り組んでいただいています。令和５年度はさらに福祉ネットワークを構築し、福祉学

習の推進と担い手づくり、生活課題を包括的に支援する相談体制の構築を目指していきます。ま

た、あいみ手間山地域振興協議会、天津地域振興協議会には福祉コーディネーターを配置し、同

様に福祉機能の強化に向け取組を進めてまいります。

地域における日常的な支え合い活動と高齢になって不足しがちな集いの場の充実、そしてフレ

イル予防を同時に実現させたいという願いを込めた「いきいき百歳体操」は４８か所に広がって

いたところですが、令和４年度は新型コロナウイルスの感染状況により活動の中止をお願いする

こともありました。このことから、フレイルの状態になられる方が増えているのではないかと危

惧しているところです。令和５年度は活動を止めることなく、感染対策を講じながら、より多く

の方に百歳体操を実践していただけるよう、職員、スポｎｅｔを中心に地域に出かけて支援して

まいります。

特定健診の受診率は令和３年度で３４．９％、がん検診は令和３年度で胃は３４．９％、肺・

大腸が４０％弱、婦人科で２０％前後の受診率となっています。いずれもコロナ禍より以前の受

診率には回復していません。安心して健（検）診を受けていただけるように配慮しながら、特に

罹患の多い肺がん検診と受診率の低い婦人科検診について取組をしたいと考えています。特定健

診につきましては、第２期保健事業実施計画における受診率の目標である令和５年度６０％が達

成できるよう、引き続き未受診者に対して勧奨を行います。
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また、減塩対策については、鳥取大学や国保連合会と連携した減塩分析事業を継続し、減塩推

進事業の目標値である塩分摂取量、男性７．５グラム、女性６．５グラムの目標を達成するよう

に取り組んでまいります。令和５年度におきましては、西伯病院にも協力を得ながら「適塩講演

会」を実施するなど、塩分と適正に付き合えるようなきっかけづくりをしていきます。

４つ目は、共生と防災のまちづくりへの挑戦です。

南部町では合併以来、「人権が大黒柱のまちづくり」を町の重要な施策に位置づけ、部落差別

をはじめとするあらゆる差別をなくす取組を展開してきました。令和４年３月には「南部町にお

ける部落差別をはじめあらゆる差別をなくす総合計画」の改定を行い、１０年後の南部町に向け

て、「何かあったときに考える人権」から「差別をしないことが当たり前」へのスタートを切り

ました。

しかし、インターネット上での誹謗中傷や差別的な書き込み、性的指向や性自認に関する不適

切な発言など、様々な差別が大きな社会問題となっています。

今こそ「南部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす総合計画」に基づいて、家庭

・学校・地域・職場など、町全体で取り組む人権教育・啓発活動が必要です。具体的には、保育

・教育現場での人権教育、地域振興協議会等と連携した地域の学習活動、企業・職域での人権学

習など、多岐にわたる人権施策を充実させ、現在もなお存在する差別を解消するとともに、新た

な差別をつくり出さない人権文化のまちづくりの実現を目指してまいります。

また、高齢者、障がい者が地域で暮らしていくために重要な機能である買物や医療などのため

の交通施策については、デジタル技術を活用した、バスよりも家の近くで乗り降りでき、タクシ

ーよりも安く乗れる「バクシー」を令和４年１０月１７日から北部エリアのふれあいバスで運行

しています。利用者は前年同月比で９％程度の増加ですが、運行予約システムＭＯＮＥＴ（モ

ネ）の登録者数は現在１５３人で、さらに増加傾向にあります。また、新規の利用者からは使い

やすく便利だとの声をいただいております。令和５年度は利用方法や利便性をさらに周知すると

ともに、公共交通機関を使った外出を働きかけることができる動機づくり、利用にインセンティ

ブを付与するなどについても検討してまいります。また、南部エリアでの「バクシーの」運行に

ついても検討を進めてまいります。南部町の交通政策は、マイカーに過度に頼らない交通基盤、

路線バス、町営バス、共助交通、レンタサイクル、シニアカー等の小型の移動手段などを予約決

済サービスでつなぎ合わせた南部町版ＭａａＳ（マース）を目指します。

今を生きる私たちの未来への責任として「脱炭素社会の実現」のための南部町の取組は、温室

効果ガスの排出削減に有効な再エネ推進施策を２０５０年までにロードマップにまとめる「地域
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脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入計画」を現在策定中ですが、令和５年度はそれを実現す

るために意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体に対して地域脱炭素移行・再エネ推進交付金

等が交付される「地域脱炭素先行地域」の採択を目指します。「地域脱炭素先行地域」は、民生

部門の電力消費に伴う二酸化炭素排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてその他

の温室効果ガス排出削減も地域特性に応じて実施する、意欲的に取り組む全国で１００自治体が

選定されるものです。全町挙げて推進するとともに、南部だんだんエナジーや町内外の企業とも

連携し、計画実現のための事業の具体化を進めてまいります。

平成２６年度から運用開始した鶴田太陽光発電所は計画値以上の売電を行っており、令和４年

４月から令和５年１月の売電量は、計画売電金額５，９４０万円に対し６，５５７万円余で、計

画達成率は約１１０．４％となっています。この売電収入を基に自然エネルギー導入に対する支

援に取り組んでまいります。

本町も出資する「南部だんだんエナジー株式会社」では、令和３年度より環境省の「公共施設

の設備制御による地域内再生活用モデル構築事業」に取り組んでおります。公共施設への太陽光

パネル設置により「エネルギーの地産地消」に貢献できるものと期待しております。

南部町の町全域が選定されている「生物多様性保全上重要な里地里山」は、人と自然とが関わ

りを持つ人の営みがなければ存在しない空間ですが、自然と身近に接して生活してきた集落は人

口減少と高齢化が進み、自然との関わりは住む人の負担となってきています。

環境省では、生物多様性を保全する民間の取組に経済的インセンティブを付与する仕組みが検

討されており、南部町でも里地里山を守り、生物多様性を保全する活動を行っている人たちを支

える活動を広げていくことに資するものと期待しています。

自然と共生し、里地里山の景観を形成してきた農業は、高齢化、担い手不足から農地の荒廃が

進み、景観が損なわれるだけでなく、水路や道路などの適正な管理など、集落機能を維持するこ

とが困難となってきています。それによって家の裏山の崖崩れ、のり面崩壊や内水被害などの災

害発生の危険性も高くなっています。

脱炭素社会を実現し、地球環境への負荷を減らし、異常気象を起こさないこと、農地の保全や

里地里山の景観を保全することにより自然災害の減災を図ること、そして地域振興協議会単位で

の自主防災の取組の強化、自衛消防団の強化に取り組み、共生と防災のまちづくりを進めてまい

ります。

５つ目は、行財政改革への挑戦です。

高齢化や家族構成が変化し、対応し切れず支えられなくなった地域生活、家族や地域、社会と
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のつながりが希薄になったことによる孤独や不安など、地域課題は複雑さを増す一方ですが、行

政の財政規模、職員数ともに減少していきます。そうした状況において持続可能な財政を維持す

るためには、「入る」を量った上で事業の選択と集中による「支出」のコントロールが重要です。

ふるさと納税、企業版ふるさと納税、公有財産の有効活用、公共施設の利用料金や公共料金の見

直しをはじめ、公共施設等の管理の効率化や事務事業の見直しなどによる支出抑制に取り組んで

まいります。取組に当たっては行財政運営審議会を開催し、町民をはじめ有識者の御意見をいた

だき、着実な進行管理を行ってまいります。

世帯構造が変化し、高齢者をはじめとした独り暮らしの増加や人口減少による担い手不足によ

って集落の脆弱化が進む中で、安心して暮らせるためのツールとしてデジタル化への期待は大き

いところですが、行政事務においてもデジタル化を進めることにより業務の効率化を図り、人手

不足を解消するとともに、効率化によって人的資源を行政サービスの向上につなげてまいります。

具体的には、これまで行政手続のオンライン化、業務へのＲＰＡ導入、ＧＩＳアプリケーショ

ンの導入などに取り組んでおり、令和５年度にはグループウエアや電子決裁システム、給与シス

テム等の業務管理システムの見直し、福祉分野における訪問記録業務の電子化の実施を行うとと

もに、行政文書のペーパーレス化も推進してまいります。

私たちがこれまで経験したことがない、急速に進む少子・超高齢社会に挑むには、新たな発想

や視点、意思を持って立ち向かうことができる行政人材の確保と育成が必要です。令和３年度か

ら５か年計画の西部地区の町村が連携して次世代の行政を担う人材の育成に取り組むとともに、

国の制度を活用した外部人材の登用などの取組を進めてまいります。また、令和５年度から職員

の定年延長が始まりますが、定数管理を適正に行いながら将来を見据えた職員採用を行ってまい

ります。

次に、特別会計及び企業会計の概要を説明いたします。

まず、国民健康保険事業を説明いたします。

南部町の国民健康保険の加入者数は、令和５年１月末現在、１，３５７世帯、２，１２１人で、

総人口の２０．５％を占めておりますが、年々減少しており、令和５年度の予算規模は１４億１，

０６１万円で計上いたしました。

国民健康保険制度は、国民皆保険制度の基盤として地域住民の医療の確保と健康の保持・増進

に大きく貢献してきました。しかし、制度が抱える構造上の問題に加え、国民生活や社会情勢の

変化などに伴う財政基盤問題による赤字体質の課題を払拭することができず、厳しい状況が続い

ています。
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こうした中、国民健康保険の安定的な運営を目指して平成３０年度から県が財政運営の責任主

体となりましたが、保健事業などの医療費適正化の主な実施主体はこれまでどおり市町村となり

ました。

納付金制度が導入されてからその年の医療費負担が会計運営に影響を直接与えることはなくな

りましたが、高い医療費の推移は将来の納付金に反映され、会計運営が厳しいものになります。

そのため、生活習慣病の早期発見・早期治療を目指し、健診受診率、指導実施率、メタボリック

シンドローム減少率の目標を設定し、効率的・効果的な保健事業を実施していくことで全体の医

療費総額の削減に努めます。

後期高齢者医療は、保険制度の安定を目的に鳥取県後期高齢者医療広域連合を組織して運営し

ており、町特別会計は保険料を徴収し、負担金として支出しております。

保健事業においては、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施するため、

介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施してまいります。また、広域

連合と連携し、医療費の適正化につながるよう取組を進めてまいります。

墓苑事業は、墓苑の維持管理費と利用墓地の手数料、償還に係る予算を計上しています。令和

４年度は西伯墓苑の新規購入２件、返還５件で、空き区画は５１件となっています。また、円山

墓地については返還１件で、空き区画は８件です。引き続き広報活動を通じて空き区画解消に努

めます。

農業集落排水事業は令和４年度末の接続率９２％を見込んでおります。引き続き施設の適正管

理に努めます。

浄化槽整備事業は令和４年度末の接続率７５％を見込んでおります。令和６年度まで延長して

います合併浄化槽補助金制度により、引き続き合併浄化槽の設置を進めてまいります。

公共下水道事業は令和４年度末の接続率９８％を見込んでおります。公共下水処理施設の維持

管理経費を計上しています。引き続き適正な管理に努めます。

太陽光発電事業は、鶴田地区２．９ヘクタールに１．５メガワットの太陽光発電所を運営する

ための会計で、順調に発電し売電収益を上げています。「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法」の改正により、設備の修繕、撤去に要する費用を担保するため、

事業終了年度の１０年前から外部積立てが義務づけられることになったため、鶴田の太陽光発電

事業も積立てを始める予定です。新年度は７，４００万円の売電収入を見込んでいます。収益は

今後の維持管理のための基金積立てを行うほか、自然エネルギー導入への補助金などゼロカーボ

ンに向けた施策に充当し、町民の皆様に還元してまいります。
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次に、企業会計ですが、水道事業会計から説明してまいります。

令和５年度の水道事業会計は、事業収益２億１，８１９万１，０００円としております。水道

料金は令和２年度に統一して、令和４年度でその３年目が終わります。この間、料金収入に影響

する有収率の低下など、急激な老朽化は進んでいませんが、引き続き持続可能な水道経営を目指

し、令和元年度に策定した「経営戦略」の更新計画に基づき、老朽施設の更新事業に取り組みま

す。

令和５年度病院事業会計は、事業収益２４億８，６７４万５，０００円、対前年比２５０万４，

０００円の増といたしました。

自治体病院である西伯病院は、地域の中核病院としてコロナ患者への対応をはじめ、救急や不

採算医療、政策医療について、地域住民に必要な医療を継続的に提供することが求められていま

す。一方で、医師の働き方改革の推進、医療人材の確保、運営財源の確保、地域医療構想に対応

した医療提供体制の構築等、様々な課題に直面し、病院経営は一層の厳しさを増してるところで

ございます。

高齢者世帯、独居世帯が増え続け、認知症を含め多くの慢性疾患を併せ持つ患者、医療ニーズ

と介護ニーズを併せ持つ患者が増加し、救急搬送される高齢者も増えていく地域社会にあって、

在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能や住宅療養への支援機能を強化し、

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるように、また、地域包括システムの「住まい」

に対応する「介護医療院」への機能転換についても、病院と議論を加速していきたいと考えます。

在宅生活支援事業会計は、令和５年度の事業収益は４，６８７万４，０００円、対前年比５６

万２，０００円の減といたしました。訪問看護は在宅療養者を支えるためになくてはならない医

療サービスで、今後ますます重要になっていきます。

西伯病院の訪問看護は精神科の患者の方も対応可能という特徴をアピールし、町内の利用者を

増やしてまいります。また、認知症を主病名とする方への早期介入など、利用者のニーズにきめ

細かく対応しながら地域の関係機関と連携を強め、在宅医療に取り組んでまいります。

以上、令和５年度南部町一般会計予算案をはじめ、特別会計及び企業会計の概要と主要施策に

ついて申し述べました。本定例会ではこのほか令和４年度補正予算、条例関係をはじめ総数２７

議案を上程しておりますので、詳細は後ほど説明いたします。

いずれの議案も特に町民の皆様の生活に深く関わり、町政の推進には重要な議案ばかりでござ

います。議員各位におかれましては慎重審議の上、全議案とも御賛同いただき、御承認賜ります

ようよろしくお願いを申し上げ、提案説明といたします。よろしくお願いいたします。
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○議長（景山 浩君） ここで休憩を行います。再開は２時５５分といたします。

午後２時３７分休憩

午後２時５５分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

・ ・

日程第６ 報告第１号

○議長（景山 浩君） 日程第６、報告第１号、専決処分の報告についてを議題といたします。

町長から報告を求めます。

副町長、土江一史君。

○副町長（土江 一史君） 副町長でございます。報告第１号、専決処分の報告について。

地方自治法第１８０条第１項の規定により南部町長の専決事項として指定された事項について、

次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定により、これを議会に報告する。

次のページ、専決処分書でございます。地方自治法第１８０条第１項の規定により、南部町長

の専決事項として指定された事項のうち、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、当該法令の

条項及び用語を引用する規定を整理するため、南部町子ども・子育て会議条例及び南部町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正することについて、次のとおり専決処分をする。令和５年２月１０日

付でございます。

これは法の一部改正に伴い、引用されている条文の項ずれ、引用する規定改正が起こりました

ので、これに対応するためのものでございます。

改正条例の施行は、令和５年４月１日としております。以上、報告いたします。

○議長（景山 浩君） 以上で報告第１号、専決処分の報告についてを終わります。

・ ・

日程第７ 議案第１号 から 日程第３３ 議案第２７号

○議長（景山 浩君） お諮りします。この際、日程第７、議案第１号、令和４年度南部町一般

会計補正予算（第７号）から、日程第３３、議案第２７号、辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の変更についてまでを一括して説明を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、日程第７、議案第１号から日程第３３、
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議案第２７号までの提案説明をお願いします。

町長からの提案理由の説明を求めます。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。そういたしますと、補正予算書のほうで御

説明をしていきます。



議案第１号

令和４年度南部町一般会計補正予算（第７号）

令和４年度南部町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２９，７８５千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ８，１２０，２９３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する事ができる経

費は、「第２表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。

令和５年３月 ２日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

令和５年３月 日 決 南部町議会議長 景 山 浩



そういたしますと、６ページをお願いします。第２表の繰越明許費でございます。２款総務費、

１項総務管理費、事業名、庁舎等管理費（天萬庁舎）、金額２２３万３，０００円から９款教育

費、１項教育総務費、学校保健特別対策事業、金額４５０万円まで計１０事業、総額３億７，４

９０万１，０００円の事業繰越しをお願いするものでございます。

続いて、第３表です。債務負担行為補正です。１、追加といたしまして、地域活性化起業人活

－３２－



用事業負担金、期間は令和４年度から令和５年度、限度額は８１０万円でございます。

７ページを御覧ください。第４表、地方債補正です。１、追加といたしまして、広域基幹林道

整備事業債（補正予算債）でございます。２２０万円。起債の方法は証書借入れでございます。

利率、償還の方法は、記載のとおりでございます。

次に、２、変更といたしまして、今年度予算計上させていただきました各事業の起債限度額を、

決算見込みによりそれぞれ限度額の変更をお願いするものでございます。総額で起債限度額１億

６，５２０万円を１億３，７１０万円へ減額いたします。なお、起債の方法、利率、償還の方法

は、補正前と同じでございます。

続きまして、予算に関する説明でございます。歳出予算から御説明をいたします。今回の補正

は、事業の決算見込みによる不用額の減額や光熱水費高騰による増額、それから除雪費の増額、

また、人件費の調整などが主なものとなっております。人件費に関するものにつきましては、後

ほど給与費明細書で御説明をいたします。

１７ページを御覧ください。主なものを説明いたします。２款総務費、１項総務管理費、８目

基金管理費は８２１万９，０００円増額し、１億４，６３４万７，０００円とするものです。こ

れは森林整備促進事業の実績によりまして余剰額を森林整備基金に積み立てるものと、基金運用

利子が予算より増加いたしましたので、各基金に積み立てるものでございます。

同じく９目企画費は４６９万７，０００円増額し、５億６，７５５万６，０００円といたしま

す。これにつきましては日ノ丸自動車が運行します路線バスの運行補助を行うものでございます。

続いて、１８ページから１９ページにかけてでございます。３款民生費、１項社会福祉費、１

目社会福祉総務費は３，４６１万９，０００円減額し、４億８，４３４万６，０００円とするも

のです。１９ページの新型コロナ生活困窮者自立支援事業や、住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金支援事業の完了によりまして不用額を減額するものでございます。

４目高齢者福祉費は６０５万３，０００円減額し、２億２，４３３万５，０００円とするもの

です。南部箕蚊屋広域連合に支払います町村負担金を実績見込みにより減額いたします。

２１ページをお願いします。３款民生費、３項生活保護費、２目扶助費でございます。５０５

万１，０００円増額し、８，９０５万１，０００円とするものです。これは被保護者の医療費の

増加に伴いまして、所要額を補正するものでございます。

続いて、２２ページです。４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費は２０３万９，０００円

を減額し、１億２，１６２万６，０００円といたします。定期予防接種等の実績見込みによりま

して不用額を減額するものでございます。
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４款衛生費、３項清掃費、１目塵芥処理費は９４２万５，０００円を減額し、１億２，１７８

万３，０００円とします。これにつきましても各事業の実績による不用額を減額するものでござ

います。

４款衛生費、４項病院費、１目病院費は４０３万１，０００円を減額し、５億９，６６０万９，

０００円といたします。これは新型コロナウイルス感染症対策として購入いたしました備品につ

きまして不用額が生じたため、補助金を減額するものでございます。

続いて、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費は２０７万４，０００円を増額し、

１，７２０万７，０００円とするものです。これにつきましては農業委員報酬の実績によるもの

が主なものでございます。

２３ページ、お願いします。同じく５目農業振興費は４，０１２万５，０００円を減額し、２

億１７６万円となります。各種補助事業の実績見込みによる減額、また、園芸施設等復旧対策事

業につきましては、今年度の１月の大雪により損壊いたしました園芸施設等の復旧支援に要する

経費を増額しております。

２４ページ、お願いします。２項林業費、２目林業振興費は１，０２８万６，０００円減額し、

３，８０８万６，０００円となります。これも各補助事業の実績見込みによる減額となります。

２５ページ、お願いします。７款土木費、２項道路橋梁費、３目道路維持費は３，０２９万５，

０００円を増額し、９，６５１万５，０００円といたします。これは町道の除雪実績及び必要見

込み分を増額いたしたいと思います。

２６ページ、お願いします。８款消防費、１項消防費、２目消防施設費は１，２３０万２，０

００円減額し、２２５万６，０００円といたします。これにつきましては防火水槽設置場所の選

定及び交渉に時間を要したこと、それと交渉中の候補地に防火水槽を設置するための手続に時間

を要することに伴いまして本年度事業から来年度の５年度の事業に変更するため、全額を減額す

るものでございます。

２７ページ、お願いします。９款教育費、２項小学校費、２目教育振興費は３８３万５，００

０円減額し、２，３５２万６，０００円となります。新型コロナウイルス感染症予防対策により

まして縮小や中止をしました事業の不用額を減額するものでございます。

２８ページ、お願いします。３項中学校費、２目教育振興費は５００万円減額し、１，７４９

万５，０００円にいたします。これにつきましても同様です。新型コロナウイルスの予防対策に

よりまして縮小、中止した事業の不用額を減額するものでございます。

３０ページ、お願いします。同じく９款教育費、５項保健体育費、３目学校給食費は６３３万
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９，０００円減額し、１億２，８０６万１，０００円といたします。新型コロナウイルス感染症

の流行や気象状況により学校が臨時休業となったことに伴いまして給食を提供しなかったことな

どによる不用額を減額するものでございます。

続いて、３１ページ、お願いします。１１款公債費、１項公債費、２目利子につきましては１

７０万円を減額し、２，２４１万円とするものでございます。本年度支払いの起債利子額が確定

しましたので、不用額を減額するものでございます。

続いて、歳入を御説明いたします。１０ページをお願いします。主なものについて説明をいた

します。２款地方譲与税から１１ページの８款自動車税交付金までは令和４年度の国からの交付

額が見込みにより決まりましたので、所要の補正をするものでございます。

次に、１０款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税につきましては１億６，５１７万

１，０００円増額し、３６億４，４１７万１，０００円とするものです。これは普通交付税につ

きましては交付決定額が確定したということで増額をいたしました。特別交付税につきましては

交付見込みによる増額ということになります。

１２ページをお願いします。１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金は１，

３０６万５，０００円減額し、４億２，８４１万３，０００円とするものです。主に子どものた

めの教育・保育給付費負担金の減額となります。

続いて、２項国庫補助金です。１目総務費国庫補助金２９１万円増額し、４億１７６万５，０

００円、２目民生費国庫補助金２，８８５万６，０００円減額し、１億２，１８４万６，０００

円、４目土木費国庫補助金３９０万１，０００円減額し、８，１９１万１，０００円、５目教育

費国庫補助金２０９万３，０００円増額し、１，６３４万５，０００円といたします。これにつ

きましては歳出側の各事業の補正に伴いまして増減をしております。実績見込みによるものでご

ざいます。

１３ページをお願いします。１５款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金につ

きましては３，８６５万円減額いたしまして、１億５，４２０万２，０００円となります。これ

につきましては歳出側の事業実績に伴います歳入の減額となります。

１５ページ、お願いします。１７款寄附金、１項寄附金、３目企業版ふるさと納税でございま

す。３５０万円を増額いたします。これは新規の企業版ふるさと納税の受領見込みによる寄附金

の増額となります。

続いて、１８款繰入金、２項基金繰入金につきましては、１目財政調整基金繰入金を１億円を

皆減いたします。２目減債基金繰入金については２億１，３２５万１，０００円減額し、１億８，

－３５－



２１４万９，０００円、４目さくら基金繰入金１１４万円減額し、６９２万３，０００円といた

します。これにつきましては交付税の増額等によりまして当初見込んでおりました基金の取崩し

を行う必要がなくなったもの、加えて歳出側の事業実績の減に伴うものでございます。

１９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金１億１，１８３万円を前年度繰越金として増額し、３

億６，５６６万９，０００円とするものです。

続いて、２０款諸収入、５項雑入、５目雑入、これにつきましては１，１８９万８，０００円

増額し、８，２３２万７，０００円とするものです。詳細は説明欄を御確認をいただきたいと思

います。

続いて、１６ページです。２１款町債につきましては総額で２，５９０万円を減額し、５億４，

１１０万円とするものです。これにつきましては先ほど申し上げました第４表の地方債補正でお

示ししたものでございます。

次に、３２ページ、お願いします。給与費の明細書をつけております。１、特別職でございま

す。その他の特別職の報酬、これにつきましては農業委員と農地利用最適化推進員の活動実績に

よるもの、これを２１１万２，０００円増額いたします。

３３ページ、お願いします。２、一般職でございます。給与費と共済費合わせまして８４５万

４，０００円減額といたします。３４ページにはこのページの表の内訳をつけています。

あわせて、３５ページにつきましては、会計年度職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

をつけておりますので、お読み取りをいただきたいと思います。

続いて、３６ページです。最後に、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高の見込みに関する調書をつけています。当該年度末現在高見込額は、普

通債、災害復旧債、臨時財政対策債合わせまして、６３億４，６１１万７，０００円となる見込

みです。

以上、御審議よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。それでは、補正予算書で説明をさせていた

だきます。１ページを御覧ください。



議案第２号

令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

令和４年度南部町の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに
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よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，７４５千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１，３０９，７８７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和５年３月 ２日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

令和５年３月 日 決 南部町議会議長 景 山 浩



それでは、歳出から説明をさせていただきます。５ページを御覧ください。２款保険給付費、

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金です。１６８万円を減額し、８４万円とするものです。

実績見込みによる減額になります。

６款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費です。２７５万円を

減額し、８６４万９，０００円とするものです。委託料の実績見込みによる減額になります。

８款諸支出金、２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金です。５４６万９，０００円を増額

し、５４７万円とするものです。西伯病院の行う保健事業や運営に要する額の確定による増額に

なります。

９款予備費、１項予備費、１目予備費です。１，１７０万６，０００円を増額し、１，４２１

万４，０００円とするものです。

続きまして、歳入について説明いたします。４ページを御覧ください。５款県支出金、２項県

補助金、１目保険給付費等交付金です。２８４万円を増額し、１０億４９６万４，０００円とす

るものです。西伯病院分の特別交付金の額、増額によるものです。

８款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金です。５９５万８，０００円を減額し、９，１

９０万７，０００円とするものです。実績見込みによる減額になります。

９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金です。１，５８６万３，０００円増額し、９，１９０万

７，０００円とするものです。前年度の繰越金になります。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 休憩します。

午後３時２２分休憩
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午後３時２２分再開

○議長（景山 浩君） では、再開します。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。先ほど９款繰越金、１項繰越金、１目繰越

金の補正額を１，５８６万３，０００円増額し、「９，１９０万７，０００円とするもので

す。」と言いましたけれども、「１，６８８万３，０００円とするものです。」に訂正をお願い

します。こちら前年度の繰越金になります。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

続きまして、墓苑事業特別会計の補正予算について御説明いたします。補正予算書で説明をさ

せていただきます。主なものについて説明をいたします。１ページを御覧ください。



議案第３号

令和４年度南部町墓苑事業特別会計補正予算（第１号）

令和４年度南部町の墓苑事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２，２３７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和５年３月 ２日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

令和５年３月 日 決 南部町議会議長 景 山 浩



それでは、歳出から説明いたします。４ページを御覧ください。１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費です。１１万３，０００円を減額し、７４万円とするものです。施設修繕や害虫

駆除を予算つけておりましたけども、行わなくてもよくなりましたので減額するものです。

次に、歳入について御説明します。１款使用料及び手数料、１項使用料、１目墓地使用料です。

１１万３，０００円を減額し、１５５万９，０００円とするものです。返還見込み数の減少によ

るものです。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
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続きまして、太陽光発電事業特別会計補正予算について御説明します。補正予算書で説明しま

す。１ページを御覧ください。



議案第４号

令和４年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）

令和４年度南部町の南部町太陽光発電事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８，７７９千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７８，８７９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和５年３月 ２日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

令和５年３月 日 決 南部町議会議長 景 山 浩



それでは、歳出から説明をいたします。４ページをお願いします。１款総務費、１項総務管理

費、１目維持管理費です。１，８７７万９，０００円を増額し、３，４１９万５，０００円とす

るものです。基金積立金の増額と公課費の減額によるものです。

次に、歳入について御説明いたします。３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金です。３７７万

９，０００円を増額し、３７８万円とするものです。こちら前年度の繰越金です。

４款諸収入、１項収益事業収入、１目売電収入です。１，５００万円を増額し、７，５０８万

８，０００円とするものです。売電収入の増額を見込んでおります。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。それでは、病院事業会計の補正予算を

説明をさせていただきます。別冊の病院事業会計補正予算書のほうを御覧いただきたいと思いま

す。議案第５号、令和４年度南部町病院事業会計補正予算（第４号）。

総則。第１条、令和４年度南部町病院事業会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。

－３９－



収益的収入及び支出。第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり

補正する。

科目。収入。第１款病院事業収益、第２項医業外収益を４，９１２万１，０００円増額し、６

億７，２６５万円とし、病院事業収益を２５億８，３６０万１，０００円とするものであります。

次に、支出ですが、第１款病院事業費用、第１項医業費用を５８万９，０００円減額し、２４

億６，７９７万２，０００円とし、病院事業費用を２５億２，８４６万８，０００円とするもの

であります。

資本的収入及び支出。第３条、予算第４条に定めた本文括弧書きを、（資本的収入額が資本的

支出額に対して不足する額１億２，０２３万３，０００円は過年度分損益勘定留保資金をもって

補填するものとする。）に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入。第１款資本的収入、第１項補助金を３４４万３，０００円減額し、１億４，８３８万９，

０００円に、第２項企業債を３２０万円増額し、１，１３０万円とし、第１款資本的収入の合計

が１億５，９６８万９，０００円とするものであります。

２ページをお願いいたします。支出ですが、第１款資本的支出、第１項建設改良費について１

４万８，０００円減額し、８，０８４万１，０００円、資本的支出を２億７，９９２万２，００

０円とするものであります。

企業債。第４条、予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

今回の補正につきましては、医療機器等の整備の追加でございます。限度額につきまして補正

後のほうを御覧いただきたいと思いますが、限度額を７６０万円とするものであります。起債の

方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。

次に、資料の８ページを御覧いただきたいと思います。今回お願いする補正予算の概要につい

て御説明をさせていただきます。収益的収入及び支出についてですが、収入の他会計補助金、病

院事業収益の第２項医業外収益、２目他会計補助金についてでありますけども、当初予算に計上

していませんでした保健事業及び救急患者受入れ支援事業に係る国保調整交付金、合わせまして

５４７万円、それと新型コロナウイルス感染患者に係る入院確保の事業に係る補助金の増額４，

４２４万円の増額、それと町からのコロナ臨時交付金の執行残である５８万９，０００円を減額

するものでございます。

また、支出につきましては、町からのコロナの臨時交付金を活用して購入したタブレット及び

オンライン面会室の整備に係る経費の執行残５８万９，０００円を減額するものでございます。

９ページを御覧いただきたいと思います。資本的収入及び支出の状況でございますけども、町

－４０－



からのコロナ臨時交付金を充当して整備をしました外来ロビーのロビーチェア及びウェブ会議用

のディスプレー等の執行残３４４万３，０００円を減額するものでございます。また、当院で撮

影したＣＴ等の画像につきましては、放射線科専門医に遠隔読影を依頼しているところでござい

ますが、依頼業務の効率化、それから時間の短縮を図る観点から院内の電子カルテシステムに連

携させることとし、今回、固定資産購入費３２９万５，０００円の増額及びそれに充当します企

業債３２０万円の増額をお願いするものでございます。

４ページ以降に補正予算の実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、それから予定貸借対照

表を記載しておりますんで、御覧いただければと思います。御審議のほど、よろしくお願いしま

す。

○議長（景山 浩君） 副町長、土江一史君。

○副町長（土江 一史君） 副町長でございます。議案書は２ページでございます。議案第６号、

南部町個人情報保護法施行条例の制定についてです。

次のとおり南部町個人情報保護法施行条例を制定することについて、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

個人情報の保護に関する法律が改正され、令和５年４月１日から地方公共団体にも新法の規定

が適用されることになります。

新法の施行後は、当町における個人情報の取扱いについては、基本的には国の共通ルールによ

り紀律されることになることから、既存の条例の大部分は削除されることとなるため、現行の条

例を廃止し、新たに法施行条例を制定するものです。法の趣旨、目的に照らし、法により条例で

規定しなければならない事項及び引き続き条例で定めることが可能な事項について規定をするも

のです。

具体的な内容は次のとおりです。第１条は趣旨、第２条は用語の定義を規定します。

第３条では不開示情報に係る規定となり、南部町情報公開条例の規定との整合を図るため、必

要な規定となっております。

第４条は、手数料について従来どおり無料とする旨を規定しています。

第５条は、審査会について専門的な知見に基づく意見を聞くことができる旨を規定しています。

第６条は、個人情報取扱事務の届出等、従来どおり個人情報を取り扱う事務については、所定

の事項を町長へ届け出て行うことを規定しております。

この条例の施行日は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第１

条第７号に掲げる規定の施行日としております。御審議よろしくお願いいたします。

－４１－



議案書は７ページになります。議案第７号、南部町職員の定年等に関する条例の一部改正につ

いてです。

次のとおり南部町職員の定年等に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法第９

６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

豊富な知識、技術、経験を持つ高年齢職員の活用のため、地方公務員の定年を段階的に引き上

げることなどを内容とする地方公務員法の一部改正が令和３年に行われました。定年は国家公務

員を基準として条例で定めることとされたため、定年年齢の引上げの基本的な考え方、管理監督

職勤務上限年齢等について規定するため、条例の一部を改正を行うものでございます。

概要については次のとおりです。第３条において職員の定年を６０歳から６５歳として引き上

げております。ただし、医師及び歯科医師の定年は７０歳としています。

新たに設ける第３章、第６条から第１１条までですが、第３章においては管理監督職勤務上限

年齢制、いわゆる役職定年制度について規定しています。役職定年の年齢は医師、歯科医師を除

いて６０歳とします。役職定年後の降任等を行う際の基本的な考え方として、当該職員の適性に

合ったできる限り上位の職制段階へ降任すること等と規定しています。また、大型プロジェクト

推進中の場合等の特定の状況に管理監督職勤務上限年齢を延長する特例任用について、最長で３

年間を可能とする規定を設けております。

次に、新たに設ける第４章、これは第１２条及び第１３条でございます。第４章においては定

年前再任用短時間勤務制を規定しています。これは６０歳に達した日以降に退職した職員をその

者のもともとの定年退職日を任期の期限とする短時間勤務の職員に任用することができる制度で

す。

第１４条は、規定への委任規定を設けております。

本則の附則において、定年に関する経過措置として新たに第２項から第４項までを追加してお

ります。

附則第２項及び第３項においては、定年について２年に１歳ずつ段階的に引き上げる経過措置

をしております。これにより、定年延長制度の完成は令和１３年度となります。

附則第４項については、６０歳に達する日の前年度に６０歳以降の任用等について情報提供す

ること及び勤務意思の確認を行うことを規定しております。

この条例の施行日は、令和５年４月１日としております。

また、一部改正条例の附則として、勤務延長に関すること、暫定任用に関すること、地方公務

員法の一部を改正する法律により条例に委任されている事項に関すること、定年前再任用短時間
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勤務職員に関する経過措置について規定しております。御審議をよろしくお願いいたします。

続きまして、議案書は２０ページになります。議案第８号、地方公務員法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてです。

次のとおり地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制

定することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるもの

でございます。

これは議案第７号とも関連するものですが、定年引上げを目的とした地方公務員法の一部改正

に伴って規定の整備を行うため、関係条例を一括して改正及び廃止を行うものです。

第１条から第１３条まで１３の条例の一部改正を行い、第１４条で南部町職員の再任用に関す

る条例の廃止を行います。

改正の概要は次のとおりです。１点目は、定年前再任用短時間勤務制の導入と再任用制度の廃

止に伴って必要な規定を整備するものです。

２点目は、定年延長後の給与に関することについて、６０歳到達年度以降は給与を７割水準と

することに伴って必要な規定を整備すること。

３点目は、管理監督職勤務上限年齢制、役職定年の導入に伴って必要な規定を整備すること。

そのほか、定年が６０歳から６５歳に引き上げられることに伴って必要となる所要の改正を行

うものでございます。

この条例の施行日は、令和５年４月１日としております。

また、附則において、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間、給与の扱い

について現行の再任用職員と同様の取扱いを規定するものです。御審議よろしくお願いいたしま

す。

議案書は３０ページをお願いします。議案第９号、南部町特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部改正についてです。

次のとおり南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正するこ

とについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでござい

ます。

これは常勤特別職の期末手当につきまして、国の法改正に準じて条例改正を行うものでござい

ます。

具体的には、現在の支給率１００分の１６２．５を１００分の１６５に改定するものでござい

ます。
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この条例の施行日は、令和５年４月１日としております。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、３２ページでございます。議案第１０号、南部町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部改正についてです。

次のとおり南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することに

ついて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは行政職給料表１級を準用し、会計年度任用職員の給料表を改定するものです。１号から

８７号までが改正の対象となり、最大で月額が４，０００円の引上げとなるものです。

この条例の施行日は、令和５年４月１日としております。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、３７ページでございます。議案第１１号、南部町監査委員条例の一部改正につい

てです。

次のとおり南部町監査委員条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは月例検査の検査日、町長が決算等の審査に付さなければならない期日、付された決算書

等の審査意見を監査委員が町長へ送付する日数について条例の改正を行うものです。

具体的には、月例検査日については毎月１０日から毎月２５日へ、町長が決算等を監査委員に

提出する期日については１０月末日から６月末日へ、決算審査の意見書を町長へ送付する日数は

３０日以内から６０日以内へそれぞれ改正するものです。

この条例の施行日は、令和５年４月１日としております。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、３９ページでございます。議案第１２号、南部町国民健康保険条例の一部改正に

ついてです。

次のとおり南部町国民健康保険条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは健康保険法施行令等の改正を踏まえ、出産育児一時金の支給額を見直す必要があるため、

条例の一部を改正しようとするものです。

具体的には、第６条で規定している出産育児一時金の額４０万８，０００円を４８万８，００

０円とするものです。

この条例の施行日は、令和５年４月１日としております。

経過措置として、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従

前の例によることとしております。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、４１ページでございます。議案第１３号、南部町家庭的保育事業等の設備及び運
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営に関する基準を定める条例等の一部改正についてです。

次のとおり南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正

することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるもので

ございます。

これは児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに

伴って、町が定める家庭的保育事業等、放課後児童健全育成事業等の基準を定める条例などに影

響を受けるため、関係条例について一括して必要な改正を行うものでございます。

改正概要は次の５点です。１点目は、懲戒権に関する規定の削除です。児童虐待を正当化する

口実に利用されているとの指摘から、省令から懲戒権に関する規定が削除されたため、条例にお

ける同規定について削除するものです。

２点目は、安全計画の策定等に関する規定の追加です。各児童施設において安全計画を策定す

ること等を義務づける規定が新設されたため、条例において規定するものです。

３点目は、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための研修、訓練を実施することを努力義

務とすることとされたため、当該条文について一部改正を行うものです。

４点目は、自動車を運転する場合の所在の確認に関する規定の追加です。幼児等の所在確認と

安全装置の整備について安全管理の徹底に係る規定が新設されたため、条例において規定するも

のです。

５点目は、業務継続計画の策定等に関する規定の追加です。業務継続計画を策定、周知し、必

要な研修及び訓練を定期的に実施することが努力義務とされたため、条例に規定するものです。

この条例の施行日は、令和５年４月１日としております。ただし、懲戒権に関する規定の削除

については、公布の日から施行します。

経過措置として、自動車にブザー等を備えないことができる場合の規定及び安全計画について、

必要な措置等について時限的に努力規定とする規定を設けております。

以上、御審議よろしくお願いいたします。

４７ページでございます。議案第１４号、南部町緑水湖教育文化施設（研修館）条例の一部改

正についてです。

次のとおり南部町緑水湖教育文化施設（研修館）条例の一部を改正することについて、地方自

治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは研修館にテレワーク、サテライトオフィス機能を付加させるため、条例の一部を改正し

ようとするものです。
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具体的には、オフィス等の不適切な利用を防止することを目的として、利用許可をしない事由

を定めている第３条第２項に宗教活動または政治活動に係る活動を目的としているときは、利用

機会、許可しない旨を規定します。また、同じく不適切なオフィス等の利用を防止するため、第

３条の２として目的外利用または転貸等の禁止を規定します。そして、利用料金を規定している

別表について、コワーキングスペース、個別ブース、サテライトオフィスの利用形態に応じた料

金を規定しております。

この条例の施行日は、令和５年４月１日としております。

経過措置として、施行日以降の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利

用料金については、なお従前の例によることとしています。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、５０ページでございます。議案第１５号、南部町コテージ条例の一部改正につい

てです。

次のとおり南部町コテージ条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは１番館、４番館、６番館の改修に伴って利用料金を改定するため、条例の改正を行うも

のでございます。

具体的には、改修後の１番館、４番館、６番館の利用料金は、既に改修済みで利用料金も改定

済みである２番館に合わせる形で改正を行います。

この条例の施行日は、令和５年４月１日としております。

経過措置として、施行日以降の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利

用料金については、なお従前の例によることとしています。

以上、御審議よろしくお願いいたします。

・ ・

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。本日の会議は、会議規則第２５条第２項の規定によ

り、これで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定い

たしました。

また、明日３日の会議に議事を継続いたします。定刻より引き続き議案審議を行う予定であり

ますので、御参集をお願いいたします。本日はお疲れさまでした。

午後４時００分延会

－４６－


